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児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。 

 中学校卒業まで（15 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の児童を養育し、生計を同じくする 

父母等のうち、原則として、所得の高い方に支給します。児童手当では６月分から翌年５月分までが 

「１年度」です。 

 

【支給について】 

・児童手当は年に 3 回支給されます。 

・原則として請求した月の翌月分から支給します。（支給事由 

の消滅した日の属する月まで） 

ただし、出生日や前住所の転出予定日（以下「異動日」と言い

ます。）が月末に近い場合、手続きが翌月になっても異動日の翌日から 15 日以内であれば、 

請求した月分から支給します。（15 日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となり 

ます。） 

 

【手当額（１人あたりの月額）】 

    ※児童手当支給対象児童の数え方について 

    養育する「18 歳に達した日以降の 3 月 31 日を迎えるまでの児童（児童福祉施設等に入所 

中の児童を除く）」のうち、年長児から第 1 子、第 2 子…と数えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支給要件】 

  次の要件に該当する必要があります。 

   １．受給者が厚真町で住民登録をしていること。 

支給月 支給対象月 

６月 ２～５月分 

１０月 ６～９月分 

２月 １０～１月分 

区分 所得制限未満の受給者 所得制限(A)以上の

受給者 

所得上限(B)以上の

受給者 

0～３歳未満 一律 15,000円  

一律 5,000 円 

 

支給されません ３ 歳 ～ 小 学

校修了前 

・第１子、第２子：10,000 円 

・第３子以降  ：15,000 円 

中学生 一律 10,000円 

     児童手当     

各種手当・制度 

＊所得制限について 

（所得とは、1 年間(1 月～12 月)の収入額から、その収入を得るために必要な経費を差し引いた額です。） 

 A：所得制限限度額 B：所得上限限度額 

扶養親族等の数 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 

０人 833.3 622 1,071 858 

１人 875.6 660 1,124 896 

２人 917.8 698 1,162 934 

３人 960 736 1,200 972 

４人 1,002 774 1,238 1,010 

５人 1,040 812 1,276 1,048 
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   ２．中学校卒業まで（15 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の児童を養育している次の 

ア、イのいずれかにあてはまること。 

 ア：養育者が父母の場合は、監護（監督・保護）し、生計が同じであること。 

 イ：養育者が父母でない場合は、監護（監督・保護）し、生計を維持していること。 

   ３．支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童が留学中の場合を除く。 

    

＜その他の支給について＞ 

  A．児童養護施設に入所、または里親に委託されている児童（2 カ月以内の一時保護など短

期入所・通所を除く）にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。 

  B．離婚又は離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居する親に支給します。（離

婚又は離婚協議中である旨の証明が必要です。） 

  C．父母が支給要件を満たさない場合（父母がともに国外居住の場合など）、未成年後見人や

父母の指定する者が手当の受給を受けることができます。 

  D．児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合、一定の要件に該当する父母であれば

支給を受けることができます。 

 

【児童手当受給に関する手続きについて】 

● 出生や転出入の際は、15 日以内に手続きが必要です。必要書類をご持参ください。 

公務員以外の方 ⇒住民課子育て支援グループにて手続きをしてください。 

公務員の方   ⇒勤務先で手続きをしてください。 

  

● 新規認定請求時に必要な書類 

   ①健康保険証の写し等（請求者が被用者＜本人が社会保険に加入している方＞の場合） 

   ②養育する児童と別居している場合等 ⇒別居監護申立書、及び別居児童のマイナンバー 

※必要に応じてその他書類の提出をお願いする場合があります。 

 

 児童手当の手続きが必要になるとき 届出の種類 

１ 新たに受給資格が生じたとき（転入、1 子めの出生） 認定請求書 

２ 毎年６月、すべての受給者の方に提出していただきます。 現況届 

３ 転出するとき（他の市町村に住所が変わるとき） 受給事由消滅届 

４ 支給対象となる児童の数が増えたとき（２子め以降の出生など） 額改定請求書 

５ 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 

(例：離婚又は離婚協議中に児童と別居したとき、受給者が逮捕されたとき) 
＊新たに児童を養育・監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。 

受給事由消滅届 

又は額改定届 

６ 児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき 

(例：単身赴任などにより児童と別居したとき、児童と養子縁組・離縁したとき) 

別居監護申立書 

など 

７ 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号を変更するとき 

＊受給者本人名義の口座が必要です。 

金融機関変更届 

８ 海外の留学期間が 3 年を超えたとき、日本に戻ったとき 

（海外留学の場合は、児童が住所を海外に移してから 3 年以内に限り、対象とな

ります。） 

受給事由消滅届 

又は住所変更届 

９ 受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき 受給事由消滅届

又は認定請求書 
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【目的】 

父又は母と生計を同じくしていない児童を育成される家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を

図ることを目的として支給される手当です。  
【対象期間】 

児童が 18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日まで（又は 20 歳未満の障害のある児童）  
【対象となる申請者】 

次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくしている父又は母、父母にかわって児童を

養育している養育者。 

・父母が婚姻（事実上の婚姻関係を含む）を解消した児童 

・父又は母が死亡した児童 

・父又は母が重度障がい（国民年金の障害等級１級相当）にある児童 

・父又は母の生死が明らかでない児童 

・父又は母から引き続き１年以上遺棄されている児童 

・父又は母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童 

・父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童 

・婚姻によらないで生まれた児童 

 

【支給対象とならない場合】 

・日本国内に住所がない 

・児童が里親に委託されている 

・児童が児童福祉施設（母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く）等に入所している 

 

【支給月額】（令和５年 4 月分～） ※物価指数の変動により増減します。 

 

 

 

 

  

 全部支給 一部支給 

児童 1 人目 44,140 円 44,130 円～10,410 円 

児童 2 人目 10,420 円 10,410 円～ 5,210 円 

児童 3 人目以降 6,250 円 6,240 円～ 3,130 円 

【支給月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給月 支給対象月 支給月 支給対象月 

5 月 3 月～4 月分 11 月 9 月～10 月分 

7 月 5 月～6 月分 1 月 11 月～12 月分 

9 月 7 月～8 月分 3 月 １月～２月分 

     児童扶養手当（ひとり親家庭等）     
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【所得制限】 

  

扶養親族等

の数 

本   人 孤児等の養育者 

配偶者・扶養義務者 全部支給 一部支給 

収入額(万円) 所得額(万円) 収入額(万円) 所得額(万円) 収入額(万円) 所得額(万円) 

０人 1,22 49 3,11.4 1,92 3,72.5 2,36 

１人 1,60 87 3,65 2,30 4,20 2,74 

２人 2,15.7 1,25 4,12.5 2,68 4,67.5 3,12 

３人 2,70 1,63 4,60 3,06 5,15 3,50 

４人 3,24.3 2,01 5,07.5 3,44 5,62.5 3,88 

５人 3,76.3 2,39 5,55 3,82 6,10 4,26 

 

【手続きについて】 

  ・住民課子育て支援グループまでご相談ください。   

 

 

 

【目的】 

精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の

増進を図ることを目的にしています。  
【支給要件】 

20 歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給され

ます。 

 

【支給月額】（令和 5 年 4 月より適用）※物価指数の変動により増減します。 

1 級 53,700 円 

2 級 35,760 円 

 

【支給時期】 

特別児童扶養手当は、原則として毎年 4 月、8 月、12 月に、それぞれの前月分までが支給され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     特別児童扶養手当 
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【所得制限】 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支

給されません。 

扶養親族 

等の数 

受給者本人 配偶者及び扶養義務者 

収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 

0 人 6,420 4,59.6 8,31.9 6,28.7 

1 人 6,86.2 4,97.6 8,59.6 6,53.6 

2 人 7,28.4 5,35.6 8,83.2 6,74.9 

3 人 7,70.7 5,73.6 9,06.9 6,96.2 

4 人 8,12.9 6,11.6 9,30.6 7,17.5 

5 人 8,55.1 6,49.6 9,54.2 7,38.8 
 

 

【手続きについて】 

  ・住民課子育て支援グループまでご相談ください。 

 

 

 

【目的】 

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助

として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。 

【支給要件】 

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要としている在宅

の 20 歳未満の方に支給されます。※ただし、障がいの状態によっては受給できない場合もありま

す。 

【支給月額】（令和５年 4 月より適用）※物価指数の変動により増減します。 

15,220 円 

原則として毎年 2 月、5 月、8 月、11 月に、それぞれの前月分までが支給されます。 

【所得制限】（令和３年８月以降適用） 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、受給者が障

がいを事由とする年金を受け取ることができる場合は、手当は支給されません。 

扶養親族 

等の数 

受給者本人 配偶者及び扶養義務者 

収入額の目安 所得額 収入額の目安 所得額 

0 人 5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000 

1 人 5,656,000 3,984,000 8,5８6,000 6,536,000 

2 人 6,132,000 4,364,000 8,799,000 6,749,000 

3 人 6,604,000 4,744,000 9,012,000 6,962,000 

4 人 7,027,000 5,124,000 9,225,000 7,175,000 

5 人 7,449,000 5,504,000 9,438,000 7,388,000 
 

 

【手続きについて】 

  ・住民課福祉グループまでご相談ください。 

     障がい児福祉手当 
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【目的】 

  北海道胆振東部地震後に誕生した「新しい生命」のスタートを地域が支え、限りある生命の営みを

未来につなげていくことを目的に、対象となる新生児に「君の椅子」と、町内在住木工作家が製作し

た記念品を贈呈します。 

 

【対象】（202３年モデル贈呈分） 

  ①令和５年１月１日～令和 5 年 12 月 31 日までに出生した乳幼児 

  ②令和５年１月１日以降に出生し、同日以降、令和 5 年 12 月 31 日までに厚真町に転入した 

乳幼児 

 

【贈呈について】 

  お子さんの名前入りの椅子のため、届くまで数か月かかります。椅子が届きましたら個別に贈呈の

ご案内をします。 

     新生児誕生記念品事業 


